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大
分
県
病
院
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
分
県
病
院
局
長
　
　
佐
　
　
　
藤
　
　
　
昌
　
　
　
司
　

大
分
県
病
院
局
管
理
規
程
第
二
号
　
　
　

　
　
　
大
分
県
病
院
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

　
大
分
県
病
院
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
八
年
大
分
県
病
院
局
管
理
規
程
第
十
三
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
二
十
条
第
二
項
第
二
号
中
「
以
上
」
の
下
に
「
（
満
十
八
歳
に
達
す
る
日
後
の
最
初
の
四
月
一
日
か
ら

満
二
十
二
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
年
額
百
五
十

万
円
以
上
）
」
を
加
え
る
。

　
第
四
十
八
条
第
四
号
中
「
禁
錮
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。

　
第
五
十
条
第
二
項
中
「
百
分
の
三
百
二
十
二
・
五
」
を
「
百
分
の
三
百
十
八
・
七
五
」
に
、
「
百
分
の
三

百
八
十
二
・
五
」
を
「
百
分
の
三
百
七
十
八
・
七
五
」
に
、
「
百
分
の
二
百
七
十
」
を
「
百
分
の
二
百
六
十

六
・
二
五
」
に
、
「
百
分
の
百
五
十
七
・
五
」
を
「
百
分
の
百
五
十
三
・
七
五
」
に
、
「
百
分
の
百
八
十

七
・
五
」
を
「
百
分
の
百
八
十
三
・
七
五
」
に
改
め
る
。

　
附
則
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

　
（
看
護
職
員
等
処
遇
改
善
手
当
）
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当
分
の
間
、
県
立
病
院
で
勤
務
す
る
臨
床
検
査
技
師
、
診
療
放
射
線
技
師
、
社
会
福
祉
士
、
精
神
保
健

毎
週
　
火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）
　
発
行
人
　
大
　
分
　
県
　
　
編
集
　
三
恵
印
刷
株
式
会
社
　
　
（
定
価
　
一
箇
年
　
三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

　
福
祉
士
、
臨
床
心
理
士
、
管
理
栄
養
士
、
臨
床
工
学
技
士
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
、
言
語
聴
覚

　
士
、
助
産
師
及
び
看
護
師
に
対
し
、
第
三
十
九
条
の
規
定
に
関
わ
ら
ず
、
特
殊
勤
務
手
当
と
し
て
、
一
月

　
に
つ
き
八
千
五
百
円
を
支
給
す
る
。
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定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
八
千
五
百

　
円
」
と
あ
る
の
は
「
八
千
五
百
円
に
、
就
業
規
程
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
当
該
定
年

　
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗

　
じ
て
得
た
額
」
と
す
る
。

3５
　
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
に
対
す
る
附
則
第
三
十
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
八
千
五

　
百
円
」
と
あ
る
の
は
「
八
千
五
百
円
に
、
就
業
規
程
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
も

　
の
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
」
と
す
る
。

　
別
表
第
四
第
一
項
の
九
級
の
項
の
基
準
と
な
る
職
務
の
欄
に
「
病
院
局
理
事
の
職
務
」
を
加
え
る
。

　
別
表
第
九
の
細
菌
検
査
業
務
従
事
者
及
び
診
療
放
射
線
技
術
者
の
項
中
「2.85

」
を
「2.00

」
に
改
め
、

同
表
の
社
会
福
祉
士
、
精
神
保
健
福
祉
士
、
臨
床
心
理
士
、
管
理
栄
養
士
、
臨
床
工
学
技
士
、
理
学
療
法

士
、
作
業
療
法
士
、
言
語
聴
覚
士
、
助
産
師
及
び
看
護
師
の
項
を
削
る
。

　
別
表
第
十
一
の
本
局
の
部
中

を
「

に
改
め
、
同
表
の
県

「

病
院
局
理
事

一
種

病
院
局
次
長

三
種

病
院
局
次
長

三
種

」

」

立
病
院
の
部
中
「
参
事
、
」
の
下
に
「
参
事
（
総
括
）
、
」
を
加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

　
大
分
県
病
院
局
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
支
給
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
日

大
分
県
病
院
局
長
　
　
佐
　
　
　
藤
　
　
　
昌
　
　
　
司
　

大
分
県
病
院
局
管
理
規
程
第
三
号
　
　
　

　
　
　
大
分
県
病
院
局
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
支
給
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

　
大
分
県
病
院
局
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
支
給
規
程
（
平
成
十
八
年
大
分
県
病
院
局
管
理
規
程
第
十
四
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
四
条
第
一
項
第
一
号
中
「
こ
れ
」
を
「
こ
れ
ら
」
に
改
め
、
同
号
中
「
職
員
」
の
下
に
「
（
次
条
に
お

（
病
院
局
管
理
規
程
）



令
和
八
年
三
月
三
十
日

大
分
県
報
号
外

二

い
て
「
看
護
職
員
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
病
院
医
療
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
」

を
削
り
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
三
　
県
立
病
院
に
勤
務
す
る
職
員
が
、
救
急
患
者
（
救
急
車
等
に
よ
る
外
来
患
者
及
び
様
態
が
急
変
す
る

　
　
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
集
中
治
療
病
棟
等
に
入
院
し
て
い
る
患
者
を
い
う
。
）
に
対
処
す
る
た
め
、
病
院

　
　
局
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
自
宅
等
で
待
機
し
た
と
き
（
前
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
。

　
第
四
条
第
二
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
三
　
前
項
第
三
号
の
業
務
　
次
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
次
に
掲
げ
る
額

　
　
イ
　
一
回
の
連
続
し
た
待
機
時
間
が
二
十
四
時
間
以
上
で
あ
る
場
合
　
二
千
円

　
　
ロ
　
イ
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合
　
千
円
以
下
で
病
院
局
長
が
定
め
る
額

　
第
五
条
中
「
清
拭し

き

」
を
「
清
拭
」
に
、
「
県
立
病
院
に
勤
務
す
る
職
員
の
う
ち
、
病
院
医
療
職
給
料
表
㈢

の
適
用
を
受
け
る
も
の
」
を
「
看
護
職
員
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
病
院
局
管
理
規
程
）


